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令和５年度 第２回北海道男女平等参画審議会 議事録 

 

日時：令和５年１２月１８日（月）14時 00分から 15時 00分 

場所：道民活動センター(かでる２・７) 1040会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） 会長及び副会長の選出 

 

（２）議事事項 

     専門部会の設置について（北海道男女平等参画チャレンジ賞受賞者選考部会） 

     

（３）説明・報告事項 

  ア 第３次北海道男女平等参画基本計画の推進状況について 

  イ 第３次北海道男女平等参画基本計画に係る指標の更新について 

 

（４）そ の 他 

 

３ 閉会 
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１ 開会 

○ 今田女性支援室長 本日は、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございま

す。ただいまから令和５年度第２回北海道男女平等参画審議会を開催いたします。 

私は環境生活部くらし安全局女性支援室長の今田でございます。会長副会長の選任まで 

進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

開会に当たりまして、環境生活部くらし安全局長の佐藤からご挨拶を申し上げます。 

○ 佐藤くらし安全局長 皆様お疲れ様でございます。くらし安全局長の佐藤でございます。

開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。道におきましては、男女平等参画

社会の実現に向け、平成１３年に男女平等参画推進条例を制定いたしまして、その推進に

関する重要事項を調査審議するために、この審議会を設置しております。学識経験者の方、

関係団体の方、民間事業者の方、自治体の方、そして公募の方々を合わせまして、１５名

の皆様に委員としてご就任いただきまして、誠に感謝申し上げます。これから２年間の任

期でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私が申し上げるまでもございません

が、人生百年時代と言われておりますが、家族の姿や個人の生き方も変わってきているに

もかかわらず、ご承知のとおり、残念ながらまだ、性別によって固定的な役割分担意識が

我が国は特に残っているというふうに私自身も思っておりまして、職業感も価値観も変わ

っているんですが、なかなか時代の変化に制度が変わっていっていないなと痛感する部分

もございます。しかも、北海道は全国と比べまして、例えば、会社役員に占める女性の割

合が低いというような部分で、男女間の格差が生じているなど、多方面においてそういう

こともございます。道といたしましては、申し上げるまでもございませんが、誰もが、性

別に関わりなく個性や能力を発揮できる社会の実現に向けまして、ここにいらっしゃる皆

様方と連携しながら、取り組みを進めて参りたいと考えております。本日は、専門部会の

設置につきましてご審議いただきますとともに、計画の推進状況等につきましてご説明を

申し上げることとしております。委員の皆様にはぜひ、忌憚のないご意見をお寄せいただ

きまして、今後ますますの男女平等参画社会の実現に向けまして、ご協力、お力添えを賜

りますよう、心からお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○ 今田女性支援室長 議事に先立ちまして、本日の出席状況についてご報告をいたします。

本日、委員１５名のうち１１名のご出席をいただいております。北海道男女平等参画推進条

例第２８条第２項に定める定数要件である、委員の２分の１以上のご出席をいただいてお

り、開催要件を満たしておりますことをご報告いたします。 

続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。まず、次第、名簿、配席図。続きま

して、資料１－１「北海道男女平等参画審議会専門部会の設置について」、資料１－２「北

海道男女平等参画チャレンジ賞実施要綱」、資料２「第３次北海道男女平等参画基本計画」、

資料３「第３次北海道男女平等参画基本計画関連施策の推進状況」、資料４「指標項目に係

る目標の更新について」、参考資料として「北海道男女平等参画審議会の公開について」、

「北海道男女平等参画審議会傍聴要領」、「北海道男女平等参画推進条例」。配布資料は以

上でございますが、不足等ございませんでしょうか。 

それでは、本日は委員改選後最初の審議会でございますので、委員の皆様方から一言ずつ

自己紹介をお願いしたいと存じます。時間の制約もありますので、大変恐縮でございますが

一言ずつ。阿部委員から時計回りでお願いいたします。 

○ 阿部委員 皆さんはじめまして。今回は札幌商工会議所女性会を代表して参加させてい

ただいております。阿部夕子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 池田委員 皆さんこんにちは。北海道経済連合会の池田と申します。よろしくお願いい

たします。 

○ 伊藤委員 皆さんこんにちは。会社は北海道アルバイト情報社という会社なんですが、
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ファザーリングジャパン北海道の共同代表を担当しております伊藤と申します。よろしく

お願いします。 

○ 岡田委員 札幌学院大学法学部で刑事法を教えています。岡田です。よろしくお願いし

ます。 

○ 仙石委員 市町村からということで、名寄市役所環境生活課から参りました仙石と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 髙橋委員 皆さんこんにちは。北海道中学校校長会から参りました。高橋と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 田中委員 連合会北海道女性委員会で事務局長をしております田中といいます。所属は

北教組となります。よろしくお願いいたします。 

○ 西野委員 皆さんお疲れ様です。十勝管内の士幌町役場というところから参りました、

西野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 深尾委員 美唄市の美唄デザイン課の深尾と申します。美唄デザイン課とは何をやって

いる課かわからないと思いますけども、企画部門、それから広報広聴部門、情報管理部門

を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 渕上委員 株式会社アークスのサステナビリティ推進室というところから参りました、

渕上と申します。現状のサステナビリティ推進室はＳＤＧｓのテーマがメインの仕事にな

りますが、その中にダイバーシティも含まれておりますので、そちらの担当もしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○ 降幡委員 皆さんこんにちは。公募で参加させていただいております。降幡と申しま

す。普段、女性のキャリア支援をメインで活動している経営コンサルタントをしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○ 今田女性支援室長 ありがとうございました。なお、本日、札幌弁護士会の小笠原圭奈

子委員、公募委員の中村真実委員、水越美香委員、札幌人権擁護委員連合会の山宮輝美委

員の４名はご欠席でございます。 

ここで議事に入ります前に、当審議会につきまして、あらかじめご承知おきいただきたい

事につきまして、担当から 2点ご説明させていただきます。 

○ 小林主幹 はい。それでは、最初に本審議会の公開についてご説明します。参考資料 1

をご覧ください。道におきましては、審議の経過の透明性を確保するという観点から、審

議会につきましては、原則すべて公開をすることとしております。このため、本審議会に

ついても公開することとし、あらかじめ開催について報道機関に公表するとともに、ホー

ムページにおいて、委員の皆様の氏名等につきまして、名簿を公表しておりますので、ご

理解をいただければと思います。また、審議会の資料及び議事録につきましても、審議会

終了後、事務局において発言記録等を作成いたしまして、委員の皆様に内容をご確認いた

だいた上で、道のホームページで、公開いたします。 

続きまして、参考資料 2「北海道男女平等参画審議会傍聴要領」をご覧ください。できる

だけ多くの方々に、この審議会を傍聴していただき、審議の経過や内容をご理解いただくと

ともに、審議の円滑な進行を図るために、傍聴の手続きや、守るべき事項、会議の秩序の維

持などについて定めているものでございます。 

次に、本審議会の所掌事項でございますが、参考資料３「第３次北海道男女平等参画推進

条例」をご覧ください。条例は平成１３年に男女平等参画社会の実現を目的として制定し、

男女平等参画の推進の基本理念や道の責務等のほか、基本的施策等について規定しており、

第８条では、道は男女平等参画に関する基本的な計画を定めるものとされております。本審

議会においてご議論をいただき、平成３０年には、第３次北海道男女平等参画基本計画を策

定し、現在この計画に基づき、施策を推進しております。本審議会につきましては、第４章
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に定めておりまして、第２３条で、審議会の設置について、第２４条で、その所掌事項につ

いて定めております。第２４条第１項第１号では、「知事の諮問に応じ、男女平等参画の推

進に関する重要事項を調査審議すること。」第２号といたしまして、「前号に掲げるものの

ほか、この条例の規定により、その権限に属させられた事務」がございます。これにつきま

しては第８条第４項におきまして、「知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ

北海道男女平等参画審議会の意見を聞かなければならない。」と規定をし、この規定に基づ

き審議会に諮問いたしまして、これまでご答申をいただいているところでございます。第２

４条第２項では、「審議会は、男女平等参画の推進に関し必要と認める事項を知事に建議す

ることができる。」と規定しております。必要な場合には知事に対して意見を申し立てる、

いわゆる建議というものができることとなっております。第２５条から第３１条につきまし

ては、審議会の組織、委員の構成、男女の割合、委員の任命に関する事項等、審議会の運営

に関する事項について記載をしております。審議会の所掌事項は以上のとおりとなっており

ます。本審議会は、年２回程度の開催を予定しております。以上でございます。 

 

２ 議題 

（１）会長及び副会長の選出 

○ 今田女性支援室長 ただいまの説明についてご質問はございますでしょうか。 

では、ここから議題に入らせていただきます。次第をご覧ください。議題（１）会長及び

副会長の選出についてでございます。北海道男女平等参画推進条例第２７条におきまして、

会長及び副会長は委員が互選すると規定されております。会長副会長の選任について、何か

ご意見はございますでしょうか。 

ご意見がないようですので、事務局から案を提示させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。それでは女性支援室から説明をいたします。 

○ 小林主幹 はい。女性支援室から提案させていただきます。会長は、前回の会長でおら

れる岡田久美子委員、副会長は道内経済界における男女平等参画の推進に取り組んでおら

れる北海道経済連合会労働政策局長の池田委員にお願いしたいと考えております。 

○ 今田女性支援室長 委員の皆様、いかがでしょうか。ありがとうございます。それで

は、会長は岡田委員、副会長は池田委員に就任をお願いいたします。岡田会長、池田副会

長は会長席、副会長席にご移動をお願いいたします。 

会長、副会長から一言ずつごあいさつをお願いいたします。 

○ 岡田会長 はい。ただいま、会長に選出されました岡田です。よろしくお願いします。

今日の審議会は新任の方ばかりということで、新しい今までにない意見をいただけるので

はないかと思って楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 池田副会長 改めまして、北海道経済連合会の池田と申します。よろしくお願いいたし

ます。私の所属する道経連では、数々の事業に取り組んでおるのですけれども、その中

で、女性活躍といった観点での事業の取組としまして、会員企業の女性経営者層を構成員

とする女性経営層ネットワーク懇談会を開催して、女性が働き続けることができる環境整

備や、経営管理、管理職役員への登用をする人材育成の意義など、懇談内容を会報誌等を

通じて情報発信をしております。また、道内企業における役員管理職の女性比率向上に向

けた取組として、女性社員のキャリア形成に資するべく、主に管理職を目指す中堅社員を

対象にした女性チャレンジ研修を実施しております。今回この審議会に参加させていただ

きまして、男女平等の本質的な課題について審議されるかと聞いておりますので、今後何

かと役に立ちたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○ 今田女性支援室長 ありがとうございました。それでは、ここからの議事進行は岡田会

長にお願いいたします。 
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（２）議事事項「専門部会の設置について」 

○ 岡田会長 それでは議事に入ります。次第をご覧ください。 

議題（２）議事事項の専門部会の設置について、女性支援室から説明願います。 

○ 小林主幹 資料の１－１から１－２についてご説明させていただきます。今回設置いた

だく専門部会は、北海道男女平等参画チャレンジ賞受賞者選考のための選考部会となりま

す。北海道男女平等参画チャレンジ賞は社会のあらゆる分野で個性と能力を生かしてチャ

レンジしている個人や団体を顕彰し、男女平等参画社会づくりに貢献する身近なモデルを

広く示すことで、同じように活躍する方を増やし、社会機運を高めるため、平成１６年か

ら実施しているものです。この賞に係る選考は、資料１－２北海道男女平等参画チャレン

ジ賞実施要綱にあるとおり、北海道男女平等参画審議会の専門部会で行うこととしていま

す。専門部会を設置する理由としては、この賞を設置した目的に沿って、あらゆる分野で

の活躍をバランスよく評価し、専門的多角的なご意見がいただけるよう、各分野の視点か

ら検討していただくために、専門部会を設置するものです。今年度は個人５名、団体１つ

合計６件の応募がございましたので、この中から２件の受賞者を選考していただきます。  

本日の審議会におきまして、専門部会を設置いただき、第１回専門部会を１２月下旬に開

催したいと考えております。事前に部会の委員の皆様に資料をお渡しさせていただき、候

補者の推薦内容をご確認の上、ご採点いただきまして、こちらにて取りまとめします。専

門部会当日に話し合いをしていただきまして、受賞者を決定していただきたいと思ってお

ります。その後、知事に報告させていただきます。その後の予定ではございますが、１月

に正式に受賞者決定となりまして、２月頃までに知事出席の贈呈式を開催する予定でござ

います。 

最後になりますが専門部会の公開につきましては、受賞候補者のプライバシーに配慮しま

して、非公開となりますので、よろしくお願いいたします。 

専門部会の部会長及び構成委員につきましては、北海道男女平等参画推進条例第３０条に

基づきまして、会長からご指名いただくことになっております。委員の構成人数については

５名ということでお願いしたいと思っております。会長からご指名をお願いいたします。 

○ 岡田会長 それでは、北海道男女平等参画チャレンジ賞選考部会の部会長と委員を、私

から指名させていただきます。指名にあたっては、各委員の専門分野が偏らないこと、男

女のバランスがとれていることなどを中心に考えさせていただきました。まず、部会長に

は池田委員にお願いします。委員には、阿部委員。それから、高橋委員。田中委員。降幡

委員にお願いしたいと思っております。 

皆様、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

また、専門部会で行われた審議内容につきましては、この審議会としての意見とし、知事

へ報告させていただきます。なお、今決定されました委員の名簿につきましては、後日、女

性支援室から皆様へ、本日の議事録をお送りする際に、併せてお送りしますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは、次に参ります。議題（３）説明・報告事項のア第三次北海道男女平等参画基本

計画の推進状況について女性支援室から説明願います。 

 

（３）説明・報告事項 

ア 第３次北海道男女平等参画基本計画の推進状況について 

○ 小牧係長 第３次北海道男女平等参画基本計画の推進状況について、ご説明をさせてい

ただきます。 

計画の推進状況につきましては、参考資料３「北海道男女平等参画推進条例」第１７条に
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おいて、「知事は、毎年、男女平等参画の推進状況及び男女平等参画の推進に関して講じた

施策の実施状況について公表しなければならない」との規定に基づき、例年この時期に、前

年度における推進状況につきまして、取りまとめを行い、この審議会においてご報告の上、

ホームページ上に資料公表しているところでございます。 

まず、男女平等参画という言葉についてご説明させていただきます。資料２をお手元にご

用意をお願いいたします。資料２の１ページの半ば過ぎくらいに四角で囲った「男女平等参

画社会」という欄がございます。一般的には男女共同参画という言葉を耳にされたことが多

いのではないかと思います。男女共同参画社会基本法ですとか、内閣府男女共同参画局等、

男女共同参画という言葉が使われております。この男女共同参画社会とは、男女平等を当然

の前提とした上で目指す社会という意味ですが、北海道では、この条例及び計画を策定する

際に、男女平等ではない状態で、単に女性が参加するだけという誤解を招くのではないかと

いう懸念をいただきました。そこで、道では、男女平等参画という言葉を使用しているとこ

ろでございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、第３次北海道男女平等参画基本計画についてご説明いたします。1ページに戻

りまして、目次をご覧ください。構成をざっとご説明いたしますと、第１章が計画策定の趣

旨や計画期間、男女平等参画をめぐる国内外や道内の動き、第２章が男女平等参画の実現に

向けた課題、第３章が計画概要、基本理念や基本目標、指標といったことです。第４章が計

画の内容。目標に沿った具体的な施策の方向ですとか、取組を記載しております。そして、

第５章が計画の総合的な推進体制、国との連携等でございます。 

２ページをご覧ください。計画期間は平成３０年から概ね１０年間、令和９年度までの計

画でございます。ただし、具体的な取組に関しては、平成３０年から５年としておりまし

て、昨年５年目を迎えたことから、具体的な取組を点検し、昨年の本審議会で審議いただき

ました。その審議の結果を反映させたものが、お手元の資料２でございます。 

次に６４ページ、こちらは計画の体系でございます。この計画では、三つの大きな目標を

掲げており、目標１「男女平等参画の実現に向けた意識の変革」、目標２「男女が共に活躍

できる環境づくり」、目標３「安心して暮らせる社会の実現」と設定しております。それぞ

れ目標に対して、基本方向を設け、その基本方向にぶら下がる形で、２５個の施策の方向を

展開し、各部門にてそれぞれ具体的な取組を行っております。詳しい計画の内容につきまし

ては、３１ページからの第４章で記載をしております。 

次に、２７ページをご覧ください。計画の推進管理を計画的に行っていくために、２５個

の指標項目と６２個の参考項目を設定しております。この指標項目は、計画の成果を検証す

る際に用いるものとして、目標値を設定しております。そして参考項目につきましては、推

進状況を把握するため、あくまでも参考とする項目という位置付けでございますので、目標

を設定してございません。これらの指標項目及び参考項目による計画の推進状況をまとめた

ものが資料３になります。 

お手元に資料３をご用意お願いします。こちらの資料は、１ページから３ページまでが指

標項目の状況、４ページから７ページが参考項目の状況を記載しております。資料３では、

目標、基本方向の横にそれぞれ該当する指標項目の順に記載し、令和４年度と令和３年度の

数値を比較する形で掲載しております。項目によりましては、例えば、隔年ですとか、３年

おきに調査しているものもございまして、令和３年度末及び４年度末のデータが存在しない

ものもあり、その理由につきましては備考欄に記載しております。 

それでは、私ども環境生活部道民生活課が所管しております指標項目として３点ほどご説

明させていただきます。資料３の１ページをご覧ください。まず、目標１に対応する、指標

項目１番「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の割合、この指標は固定的役

割分担意識の解消の状況を測る指標として設定しております。目標年度は令和 9年度、目標
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７０％でございます。令和３年度は５７．７％、令和４年度は６０．５％と、同感しない人

の割合は増加しております。引き続き、市町村や関係団体の皆様方と連携して、男女平等参

画に関わる理解の促進に取り組んで参ります。 

次に同じページの、目標２に対応する指標項目３番、審議会等における女性委員登用率を

ご覧ください。目標年度が令和９年度で目標値４０％を目指しております。令和３年度、令

和４年度、ともに３４．６％で目標には届きませんでした。庁内の審議会委員の委嘱に当た

りましては、私ども環境生活部道民生活課に事前協議することを各部署に義務づけており、

女性委員の積極的な登用を全庁的に働きかけて進めているところでございます。引き続き、

女性委員の登用率の向上に努めて参ります。 

次に、同じく 1ページ、指標項目８番、２５歳から３４歳の女性の就業率。こちらは、女

性が結婚や出産といったライフイベントにおいて離職することが多い２５歳から３４歳の就

業率を見ることで、女性の活躍しやすい環境づくりが進んでいるかを測る指標として設定し

ております。目標年度が令和 7年度、目標は全国平均値以上となっております。令和３年度

７６．８％、令和４年度７８．７％と増加はしているものの、目標値には到達しておりませ

ん。道としては、女性活躍推進セミナーの開催や、女性の活躍に取り組む企業の表彰等、女

性の多様な生き方に応じて活躍できる取組みを進めており、引き続き目標の達成に取り組ん

で参ります。 

なお、指標項目、参考項目のいずれにつきましても、現時点で判明する数値を掲載してお

りまして、一部公表準備中のものもございます。最終的な数値が確定次第、公表していく予

定となっております。公表にあたりましては、事前に委員の皆様にもお知らせして参りたい

と考えておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。説明は以上でございま

す。 

○ 岡田会長 ありがとうございます。この議題につきましては、事前の質問が２点出てお

ります。まず１問目は、資料２のデータが平成２８年までなどが大半なので、今後、令和

の状況もお伺いしたいというご意見です。女性支援室から回答をお願いします。 

○ 小牧係長 はい。ご指摘のありました資料にもデータなのですが、こちらは平成３０年

の計画策定時に、基礎資料として取りまとめたものでございます。そのため、平成２８年

までのものが大差は大半となっているところでございます。令和の状況については、資料

３をご覧いただければと思います。以上です。 

○ 岡田会長 もう１点の質問です。資料３の指標１「男は仕事、女は家庭」という考え方

に同感しない人の割合につきまして、全国の数値が入っていると、状況把握の参考になる

と思います。全国の数値が空欄なのは、北海道独自の指標項目だからでしょうかという質

問です。女性支援室から回答をお願いします。 

○ 小牧係長 ご指摘の指標項目につきましては、道の意識調査の結果を数値の出典として

おり、道の意識調査では全国の調査をしていないので、全国の欄が空欄となっておりま

す。なお、全国数値の参考といたしまして、内閣府では、不定期に「男女共同参画社会に

関する世論調査」を実施しており、直近の令和４年度の調査で、若干、言葉が北海道の調

査と違うのですけれども、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方について

賛成するか反対するかという設問がございます。北海道では「男は仕事、女は家庭」とい

う設問、国では「夫が外で働き、妻は家庭」という設問という違いです。こちらの全国の

世論調査につきましては、反対する人の割合は６４．３％でしたので、参考までにお知ら

せします。以上です。 

○ 岡田会長 どうもありがとうございます。以上が事前質問に対するご回答でした。この

事前質問 2点に関連して、何かご質問やご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、この事前質問と関連しないものでも構いません。皆様からご質問ご意見があり
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ましたら、お出しいただきたいと思います。ありませんでしょうか。 

それでは、私の方から、ちょっと要望と質問をさせていただきたいと思います。 

資料３の、先ほどご説明いただいた女性２５歳から３４歳の就業率。この時期は女性が結

婚出産で離職しやすい時期にあるため、この年齢に絞ってのデータだというご説明でしたけ

れども、働く場における女性の活躍推進という方向からすると、この年齢でデータをとって

もいいとは思うのですが、より広い年齢層のデータ、或いは、一旦離職した後にどのような

形で職場復帰ができているかというそのあたりのデータも欲しいなという気がいたしまし

た。それが要望です。 

あともう 1点なんですが、資料３の３ページ、指標項目２１ですね、ひとり親家庭の親の

就業率、父子家庭の方なんですけれども、これを見た時に目標値が８８．１。コンマ 1とい

うのが、ちょっと珍しいなと思いまして、資料２の方を見ますと、５６ページに、令和元年

の目標値が９１と出ていたんですけれども、この令和元年の９１から目標値が８８．１に下

がったという理解でよろしいのでしょうか。ご質問です。 

○ 小牧係長 申し訳ありません。会長のご質問の件については、手元にバックデータを用

意しておりません。関係部署に確認の上、ご報告をさせていただきたいと存じます。議事

録送付までの間に確認ができれば、そこで皆様に周知させていただきます。 

○ 岡田会長 はい。ありがとうございます。それでは、皆様からご質問やご要望ご意見あ

りましたら、自由にお出しください。 

○ 阿部委員 阿部でございます。資料全体についてのご質問、ご要望という形になると思

うのですけれども、資料２に具体的な取組という記載があるかと思うのですけれども、こ

れすべてがＲ５年度からＲ９年度ということになっているので、すでにＲ５年度の取組の

記載があるということだと思うのですけれども、全体的にこのＲ５年度からの取組が新し

い内容なのか、それとも継続して、これまでもやっていたことが、さらに発展的というこ

とでやってらっしゃるのかっていうのが、資料上では、少しわかりにくいかなという印象

を私個人的には受けております。例えば、私の知っているところでお話をさせていただい

て恐縮なのですけれども、道庁さんのやられているマザーズ・キャリアカフェというの

が、数年前からずっとあるかと思うのですが、これが今後も取組の一つになりますという

ことで、４２ページ目のところですかね、「マザーズハローワークと連携のうえ、マザー

ズ・キャリアカフェなどによる働きたい女性に対するきめ細やかな就労支援サービスの提

供」と書かれているのですが、こちら私の知っている限りでは、かなり前からやられてい

る施策の一つになるかと思います。その中で、一つの要望としてなんですけれども、継続

して実施していくっていうことは、必要だからということで取組の一つとして挙げられて

いるのかなと思うのですけれども、少し気になるといたしましては、この施設がどれだけ

女性の皆さんに知られていますかっていうところかなと思うのです。実際にいろんな取組

の一つの例としてお話させていただいているので、これが悪いとかそういう意味じゃない

んですけれども、全体的に初めてお伺いする取組の内容が、他の委員さんもちょっとご意

見を聞いたらいいなと思ったんですけれど、どれだけ道民の皆さんに知られているのかな

あというのが、全体的に気になっております。つまり、こういった取組の事業を数年後、

又は単年ごとに継続してやられるっていうことは、その取組自体に評価を一つ作っていく

っていうことかと思うので、それが実際に道民の皆様にどれだけ認知されているかってい

うところも、大きな数字の伸びがあるかないかっていうところに影響するんじゃないかな

というような感じがしましたので、そのあたり、今道庁さんの方でどのようにお考えなの

かなという。一旦の認識をお伺いしたいなというところがございました。 

○ 佐藤局長 佐藤でございます。先ほどの今のご質問につきまして、適切な回答ではない

かもしれませんが、所管の部署としては経済部でございまして、これも経済部の認識を、
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本来であれば私ども聞いた上でお答えをしていくことになるかと思いますが、ただ一つだ

け、ちょっと私の方で気になったのは、道民の皆様にどこまで知られているかということ

と、やらなくてはならないということは必ずしも合致しているものでないものもあるか

と。役人としてはそのように考えております。ですから、認知度がどのくらいかというこ

とをもって、その施策を進めていくかどうかということとイコールではないのではないか

と。すいません。今のご指摘とちょっと理解が違っていたら申し訳ないんですが。ですか

ら、こうした施策をこれからも続けていくというときに、道民の皆様には知られていない

かもしれないんだけれども、行政としてはやらなくちゃならないという施策があれば、認

知度とは別に、私どもの説明をもってして、それを続けていきますというふうに、別途説

明がいるのかなというふうに思っておりますが、認知度を含めてですね、認知度をそもそ

も統計としてとっているのかというのが、また別の取組になるかなと考えておりますの

で、今のご質問につきましても、担当の部の方に聞いてみて、今のご質問に沿った今後の

反映なども含めてですね、できるかどうかを確認しながらまた別途お答えをさせていただ

きたいと考えておりますが、よろしゅうございますか。 

○ 阿部委員 たまたまマザーズ・キャリアカフェのお話をさせていただいたわけで、この

施策に問題があるというご指摘ではありませんので、経済部の皆さんに回答を求めるとい

うことではなく、全体的に認知度っていうのが、その施策の影響に関係するんじゃないか

という私の個人的な意見でございましたので、それはそれ、これこれということですか

ら、その回答で構わないと思います。 

○ 岡田会長 ありがとうございます。その他に、ご意見ご質問ありますでしょうか。 

○ 田中委員 田中です。資料３の育児休業取得率、一応男性も上がってはいるんですけれ

ども、私たちも自分たちで調査しているんですけども、男性は、一体何日とっているのか

かなっていうところがありまして。育休の取得率を上げるために、1日でも取っていたらカ

ウントされることになっているとしたら、私たちが考えている育休っていうのは、多分そ

れではないと思うんですよね。女性の方は出産も含めますので、多分それから続いて、長

い期間とる方が多いのかなと思うんですが、男性ってどれくらい取っていてこの割合なの

かっていうのが、今すぐの答えはいらないんですけれども、気になるところではありま

す。もし、例えば 1日だけでも、カウントされてこの数字であれば、上がっていると見て

いいのかなということになるのかなと、ちょっと思っていましたので、質問でした。 

○ 小牧係長 すいません。わかる範囲で、お答えさせていただきます。こちらの数値は、

経済部による就業環境実態調査が出典でございます。ご懸念のとおりかもしれませんが、

何日間取っているかというような条件はなく、育児休業を取った人の割合となっていま

す。ご意見につきましては、所管部署の方に伝えたいと思います。申し訳ありません。現

時点の調査結果では、育休を何日間とっているかという内訳はないところでございます。 

○ 田中委員 自分のところの反省も含めてというか、男性の育休の取得率は上がってきて

いると思うんですよね、全国的に。けれど、内容が伴ってないっていうことは、やっぱり

重要なのかなって思っていまして。ただ数字だけじゃないっていうことを、私たちも考え

ていかなきゃいけないと思ったので、一緒にやっていけたらいいかなと思っております。 

○ 岡田会長 今後、取得日数についても、データがあれば嬉しいというご要望でもあると

いうことですね。 

○ 小牧係長 今後、公表できる資料、お伝えできるデータにつきまして、お伝えしていき

たいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○ 岡田会長 はい、ありがとうございます。他の皆様、はい、伊藤委員、お願いします。 

○ 伊藤委員 すいません。今のご意見に関連してといいますか、僕も全く同感でして、今

まで何度か、そういうデータはないかお聞きしたことがあるんですけれども、多分存在し
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てないと思うんですよね。僕が知っている限りでは、多分５日以内の有給休暇でいいでし

ょっていうような事例が、ほとんど大半を占めているんじゃないかと思いますので、そこ

はやっぱり、データをちゃんと数値化していくとともに、なぜ長期の育休がとても素晴ら

しいのか、それが必要なのかっていうことを、男性にも女性にも浸透させていく。もちろ

ん取りたくないっていう意見とか、そういう人がいても全然それは問題ないと思うんです

けれども、やっぱり、長期にとることって素晴らしいですよ、夫婦間でこういうことがあ

りますよってことを浸透させていくことで、単純の見かけの数字じゃなくて、内容を伴っ

ていくと思いますので、そんな活動をぜひ一緒にしていけたらいいかなというふうに思い

ます。単純な意見ですみません。 

○ 岡田会長 ありがとうございます。他の皆様いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、他にご質問がないようですので、次に参りたいと思います。議題の（３）のイで

す。第３次北海道男女平等参画基本計画に係る指標の更新について、女性支援室で説明を

お願いします。 

 

イ 第３次北海道男女平等参画基本計画に係る指標の更新について 

○ 小牧係長 資料４をご覧ください。資料３で進捗状況をご説明いたしました指標でござ

いますが、この中で、1点ご報告でございます。指標項目のＮｏ５「道知事部局の男性職員

の育児休業取得率」を抜き出したものが資料４でございます。計画の推進に当たりまして

は、庁内各部署がそれぞれ所管する取り組みを行っておりまして、計画指標を各部署が所

管する関連計画と連動して設定しております。この指標５につきましては、関連計画であ

るところの特定事業主行動計画が令和５年３月に改定されたことに伴い、目標値を２０％

から３０％に更新いたします。目標年度は令和６年から変更ございません。なお、特定事

業主行動計画の当該目標値につきましては、政府目標の大幅な引き上げがございまして、

また、道における進捗状況も、すでに目標値３０％を上回っているところでございますの

で、現在所管課において、再度改定作業を行っているところでございます。改定結果を踏

まえ、当計画の指標も再度更新を行う予定でございます。次回の審議会においてご報告で

きる予定でございます。以上です。 

○ 岡田会長 ただいまの説明につきまして、ご質問ありますでしょうか。 

○ 西野委員 士幌町役場の西野です。どうぞよろしくお願いいたします。すごくシンプル

な質問といいますか、今回、令和６年度２０％という目標を、６年度３０％にされるとい

うことで説明がありました。国が非常に野心的に、地方公務員も８５％という目標を示し

ていますよね。我々市町村も今後、そういった国の目標値を参考にしながら、それぞれの

市町村の特定事業主行動計画の方も、目標設定を落としていくかという議論を進めるんで

すけども、道の方でこの目標値３０％にされるという根拠といいますか、基準といいます

か、そういったものがあれば、ご説明いただければなと思うんですけども。よろしいでし

ょうか。 

○ 小牧係長 ３０％の目標につきましては、３月に改訂しました目標値でございます。ご

存知のとおり８５％という大変意欲的な目標が国から示されているので、現在、再度改訂

作業中でございまして、来月１月の公表に向けて作業中と聞いております。その際には、

やはり８５％という目標値を案として検討していると聞いております。来年の１月の公表

に向けて作業中であり、過渡期の目標値３０％ということでご理解いただければと思いま

す。以上です。 

○ 岡田会長 ８５％という目標値案の検討を今後進められるということなんですね。あり

がとうございます。他いかがでしょうか。 

○ 渕上委員 アークスの渕上です。道庁さんの男性職員の育休取得率が、1年で２０％以上
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上げられているということで、これは具体的にどういった施策をされて、数字を上げられ

たのかちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○ 小牧係長 こちらにつきましては、関係部署に確認をして参りました。まず一つは、庁

内のイントラネットを活用した情報発信を行いました。そして、管理職員が、対象となる

配偶者の出産を控えた男性職員と面談を行い、育児のための休暇や休業の取得を奨励する

という取り組みを実施いたしました。それから育児休業取得者や、配偶者の声などを紹介

する「パパの子育て応援ハンドブック」というものを作成し、配付いたしました。こうい

った取り組みを行って、その結果が反映されたのではないかと、担当部署の方から聞いて

おります。以上です。 

○ 岡田会長 ありがとうございます。他の皆様いかがでしょうか。それでは、特にないよ

うですので、次に参りたいと思います。 

 

（４）その他 

○ 岡田会長 （４）その他といたしまして、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

女性支援室、ありますでしょうか。 

○ 小林主幹 次回の審議会につきましては、来年度の夏頃を考えております。改めて日程

の調整をさせていただきますので、委員の皆様方におかれましては、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

３ 閉会 

○ 岡田会長 それでは、本日の議事はこれで終了いたしました。皆様から多くの意見が出

まして、本当にありがとうございました。それでは進行を事務局にお返しいたします。 

○ 今田女性支援室長 岡田会長、池田副会長、委員の皆様、長時間にわたるご審議をいた

だきましてありがとうございました。これをもちまして、令和５年度第２回北海道男女平

等参画審議会を終了いたします。本日はご出席、ご審議をいただきまして、誠にありがと

うございました。 

 


